
10-１ 主な支援措置
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10-２ 主な支援措置
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10-3 主な支援措置
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10-4 主な支援措置
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10-5 主な支援措置
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10-6 主な支援措置
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10-7 主な支援措置
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10-8 主な支援措置
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10-9 主な支援措置
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10-10 主な支援措置
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10-11 主な支援措置
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10-12 主な支援措置
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注１：国内生産量は作物統計（令和6年産）
注２：輸入量は食糧用麦政府輸入量（決算ベース）

○ 我が国では、小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦の４麦を生産している。

〇 食用麦については、小麦、大麦で８～９割、はだか麦で約４割を輸入に依存している。

参考１ 麦の種類・用途 

本省 麦めぐじ 麦種 用途
国内生産量
（R６年産）

輸入量
（R５年度）

小麦 うどん

パン

中華麺

菓子

102.9万トン

北海道(69%)
福岡県(5%)
佐賀県(4%)

427.3
万トン

大麦 二条大麦

ビール

焼酎

11.9万トン

栃木県（26%)
佐賀県（24%)
福岡県（15%)

10.7万トン

※ビール用の麦芽
輸入量は含まない

六条大麦

押麦

麦茶

5.4万トン

福井県（22%)
富山県（21%)
石川県（11%)

3.8万トン

はだか麦

麦みそ

1.2万トン

愛媛県（33%)
大分県（15%)
香川県（13%)

0.2万トン

小麦は小穂が
交互になる

２列だ
け実が
なる

実がなら
ない

６列すべて
に実がなる

【上から穂を見た図】

【上から穂を見た図】

・ 小麦には、グルテニンとグリアジンと呼ばれるた
んぱく質が含まれており、これらが水を含むことで
グルテンが形成される。このグルテンは、粘り・弾
力があるためパンや麺に適している。

・ 用途により求められるたんぱく含有量が異なる。

・ 大麦は二条と六条に分けられる。
さらに、皮がはがれやすいものを「は
だか麦」と呼んでいる。

・ 大麦は精麦して押麦にするほか、
ビールの醸造原料にも用いられて
いる。

・ グルテンを含まない。

６列のうちの２列に実がなる。

大粒大麦とも呼ばれる。

二条大麦、六条大麦と外見はほぼ
同じ。

６列（条）のすべてに実がなる。

小粒大麦とも呼ばれる。

現在生産されているは
だか麦は六条の品種が
多い。
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※輸入量は本省 麦の参考統計表

（毎年３月更新）



○ 国内需要量の約２割を占める国産小麦は、民間流通により取引されており、残り約８割を占める外国産小麦につ

いては、国家貿易により一元的に輸入されている。主に製粉企業が製粉して小麦粉にし、その小麦粉を原料として

二次加工メーカーがパン・麺・菓子等を製造している。

○ 大麦・はだか麦については、精麦して焼酎、みそ等の発酵用、押麦（麦飯）用等として流通している。

注：流通量は、過去５年（R２～R６年度）の平均数量である。

参考２ 麦の流通の概要 

○ 食用小麦の流通のイメージ

○ 食用大麦及びはだか麦の流通のイメージ
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本省 冬の民間麦意見交換会資料（251212時点）

（単位：万トン）

（単位：万トン）



参考3 食料・農業・農村基本計画における麦のKPI

令和12年度における麦のKPI
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本省 民間流通地方協議会説明資料

○ 令和７年に食料・農業・農村基本計画を策定し、令和12年度を目標年度に、食料自給率や生産コストの低減等に

係る目標を設定。

○ 小麦については109万トン（令和５年度実績）から137万トンに、大麦・はだか麦は23万トン（令和５年度実績）か

ら26万トンに生産量を拡大する等、目標達成に係るKPIを設定している。

品目 KPI
基準年
（R5）

→
目標年

（R12）
克服すべき課題と構ずべき施策

小麦

作付面積（万ha） 23 → 26 〈生産〉
 ○ 安定的な数量・品質での供給を確保
 ○ 地域計画に基づく農地の集積・集約化による規模拡大
 ○ 大区画化や汎用化・畑地化等の基盤整備、スマート農業技術等を活用
した省力的な栽培体系による適期作業の推進、多収品種の開発・導入等
による、生産性の向上

 ○ 実需のニーズを踏まえた品種転換
 ○ 北海道においては、畑地における輪作体系の中で、特に耐病性品種等
を開発・導入

 ○ 都府県においては、特に農地の集約化やブロックローテーションの導
入、畑地化等による生産性の向上、大規模化に向けた受託組織等の育成

 ○ 実需者が求める品質水準が満たされるよう、病害虫抵抗性を備え、高
品質で安定生産が見込める多収品種の開発や、降雨量の増加や短時間豪
雨の頻発等に対応する排水対策等の営農技術の導入を推進

〈流通〉
 ○ 国産麦の安定供給に向け、ストックセンターの整備や調整保管に対し、
引き続き
一定の支援を行う等、生産の拡大に伴う課題に対応した、物流機能の確
保を図る

〈消費〉
 ○ 国産麦の機能性を活かした新商品の開発やPR などへの支援を通じ、新
たな用途への活用等による付加価値やブランド価値の醸成を図り、国産
への切替えや更なる利用拡大を促進

単収
(kg/10a)

田 397 → 489

畑 569 → 605

全国 472 → 537

生産量（万t） 109 → 137

国産切替量（万t） 0 → 27.5

保管数量（万t） 2.9 → 9.0

生産費
（円/60kg）

田 10,400 → 9,300

畑 7,700 → 6,200

大麦・
はだか麦

作付面積（万ha） 6.4 → 6.8

単収（kg/10a） 363 → 382

生産量（万t） 23 → 26
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